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十勝川流域の水災害に備えて、流域治水を推進 

～第２回十勝川流域治水協議会を開催します～ 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１．開催日時  令和３年３月５日（金） １５：００～１６：００ 

 

２．開催場所  WEB 会議形式による開催 

 

３．議  題 ・十勝川流域治水協議会規約改定について 

・十勝川流域で行う流域治水の全体像の共有について 

・今後のスケジュールについて 

 

４．そ の 他 ・報道機関の方に限り以下の場所で傍聴が可能です。 

帯広開発建設部治水課（帯広市西５条南８丁目） 

・傍聴にあたりましては、以下注意事項の厳守に御協力をお願いします。 

事前登録は不要ですが、開始１０分前までに治水課へお越し下さい。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来場の際はマスク着用等の御協力を

お願いいたします。また座席数の関係から、入場を制限する場合がありますので、

予め御了承ください。 

・会議での配付資料等は、後日、帯広開発建設部のホームページに掲載します。 

・これまでに開催した「十勝川流域治水協議会」の概要等は以下でご覧いただけます。 

        https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/fns6al000000pmio.html 

 【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）0155-24-4105 

        治水課 課     長 工藤 拓也（内線 291） 

治水課 流 域 計 画 官 石郷岡 淳（内線 504） 

帯広開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html 

気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、河川・下水道管理者等が行う治水対策に加え、

あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」へ転換し、流域全体で

早急に実施すべき対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として示し、ハード・ソフト一体の事前

防災対策を加速していく必要があります。 

この度、第２回十勝川流域治水協議会を開催し、関係機関の取組内容の確認などを行い、プロジェ

クトを取りまとめます。 


